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はじめに 

 

１ 趣 旨 

 

塩尻市は、平成１７年４月１日に木曽郡楢川村と合併しました。  

これにより、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域であった楢川

地区（旧木曽郡楢川村の区域をいいます。以下同じ。）は、同法第３３条第

２項の規定により過疎地域とみなされ、同法の規定が適用されることとなり

ます。 

この計画は、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定により、長

野県過疎地域自立促進方針に基づき、必要な事項を定めるものです。  

 

２ 対象地域 

 

この計画は、楢川地区を対象として定めるものです。  
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第１ 基本的な事項 

 

１ 楢川地区の概況 

 

(1) 自然的・歴史的・社会経済的諸条件の概要  

 

ア 自然的条件 

塩尻市は、長野県のほぼ中央に当たる松本盆地の南端に位置し、東西

１７．７ｋｍ、南北３７．８ｋｍ、総面積は２９０．１８ｋ㎡であり、

市内には信濃川水系と天竜川水系それぞれに属する河川が流れ、塩尻峠

や善知鳥峠、鳥居峠などは、太平洋と日本海を隔てる中央分水嶺を形成

しています。 

この中で楢川地区は、市の南西部に位置し、東西８．５ｋｍ、南北２６．８

ｋｍと南北に細長い形状で、面積は１１７．８２ｋ㎡と全市域の約４０％

を占めています。中央アルプス最北端の茶臼山（標高２，６５３ｍ）を

源流として南北に貫流する奈良井川は、信濃川水系に属し、西は鳥居峠

で木曽川水系と、東は権兵衛峠で天竜川水系と、それぞれ中央分水嶺を

形成しています。 

気候は内陸性気候で寒暖の差が大きく、年間降雨量は約２，０００ mm

であり、下流域への豊かで安定した水源となっています。  

 

イ 歴史的条件 

楢川地域は、奈良時代以降木曽古道の沿道の集落でしたが、江戸時代

初頭の宿駅制度により中山道が整備され、それを機に地域内に奈良井と

贄川に宿場が置かれました。贄川宿には、福島関所の副関として贄川関

所が置かれ、奈良井宿は、宿場の後方に中山道最大の難所と言われた鳥

居峠を控えていたため、峠越えや峠を越えて来た旅人の休息の場として

栄え、木曽１１宿の中では「奈良井千軒」と謳われる最大の宿場であっ

たと伝えられています。  

明治４年の廃藩置県が布告された当時は、江戸時代の宿場を中心とし

て、奈良井村と贄川村に分かれていましたが、明治２２年の市制町村制

施行に伴い両村が合併し、西筑摩郡楢川村となりました。以来、塩尻市

に編入合併した平成１７年までの百十余年間、木曽地域を構成する村と

して、独立した自治を営んできました。  

 

  ウ 社会経済的条件 

塩尻市は古くから中山道、善光寺街道、三州街道などが通過する交通

の要衝で、現在でもＪＲ中央東線、中央西線及び篠ノ井線が通過し、長

野自動車道のほか、国道１９号、２０号、１５３号及び３６１号が通過

する交通の分岐点にもなっています。  

楢川地区では、国道１９号が南北に貫通しています。また、地区の南
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部を国道３６１号が横切っていますが、平成１８年２月に同国道の権兵

衛トンネル（伊那木曽連絡道路）が開通したことにより、伊那地域への

アクセス性が向上し、地域間の交流が活発となっています。鉄道は、Ｊ

Ｒ中央西線が国道１９号と並行して走り、地区内に３駅を有しています。 

急峻な山が迫り平坦地が少ないため、人口の９０％以上が標高８００

ｍ～９５０ｍの贄川、平沢、奈良井の三つの集落に集中し、他の集落は

小規模で、標高８００ｍ～１，３００ｍに散在しています。  

産業は、木曽の優良な山林資源を活用した木材関連の地場産業が中心

で、特に漆器の生産は全国でも有数であり、日本を代表する伝統的工芸

品産地になっています。  

また、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された奈良井宿や漆工

町木曽平沢の町並みなど、街道を生かした観光も基幹産業の一つに育っ

ています。これら地域資源を生かした産業のほかは、雇用の場が少なく、

市の中心部や松本市などへの通勤者が多くなっています。  

 

(2) 過疎の状況 

 

昭和２５年の国勢調査人口５，５６７人をピークに、緩やかに人口流出

が続いたものの、漆器産業に支えられて昭和５５年頃までは４千数百人前

後の人口で推移してきました。しかし、生活様式の変遷による漆器離れに

加え、昭和５０年代のオイルショックを契機に地場産業が低迷期に入り、

特にバブル経済崩壊後は過疎化傾向に拍車がかかり、平成４年には４千人

を下回りました。平成７年の国勢調査人口は３，７５５人となり、平成９

年に過疎地域として公示され、平成２２年の国勢調査人口は２，８５４人

で、現在も人口の減少が続いています。  

また、高齢者比率は、昭和４０年代に総人口の１０％を超え、平成２２

年国勢調査では３９．２％、平成２７年４月３０日現在（住民基本台帳）

では４３．１％となり、高齢化が急速に進んでいます。  

 

(3) 社会経済的発展の方向  

 

本市の景気動向は、製造業を中心に原材料の高騰や受注単価の切り下げ

などにより厳しい状況にあり、中国などの新興国経済の減速の影響などを

受けて、売上高、設備投資、資金繰り等についても、やや低下傾向にある

ため、グローバル経済の動向などにも今後注視が必要です。 

楢川地区の伝統的工芸品を中心にした地場産業の就労人口は、最盛期に

比べ激減していて、他産業への転換も困難なことから、地区外への転職や

離職が増加しています。また、過疎対策事業などにより基礎的な生活基盤

の整備は進んできましたが、過疎化傾向は依然続いている状況にあります。 

このような状況にあっては、地域の資源を最大限に生かし、発展するた

めの施策を推進していくことが求められます。 

美しく風格ある地域社会の形成に寄与し、自然豊かで安全な環境や資源



- 4 - 

 

循環型経済、人間性の回復が求められる時代にあって、水資源や環境にやさ

しい伝統工芸技術、古い宿場の町並みなど、これらの地域資源を構造改革特

別区域計画及び地域再生計画の活用などにより、有機的に連携させ、発信し、

どのように地域の再生を果たしていくかが、社会経済的発展のための重要な

課題になります。 

 

２ 人口及び産業の推移と動向 

 

国勢調査による楢川地区の人口推移を見ると、昭和３５年の５，２４７人が平

成２２年には２，８５４人となり、５０年間で２，３９３人（４５．６％）減少

しています。 

また、昭和６０年から平成１７年までの２０年間の減少率２６．９％に対し、

平成２２年までの２５年間の減少率は３４．７％となり、過疎化が著しく進んで

います。 

年齢別の人口推移では、昭和３５年から平成２２年までの５０年間を比較

すると、年少人口（０～１４歳）は１，５４３人から２５２人へと１，２９１

人（８３．７％）減少し、生産年齢人口（１５～６４歳）も、３，１３１人

から１，４８３人へと１，６４８人（５２．６％）減少しています。一方、

老年人口（６５歳以上）は５７３人から１，１１９人へと５４６人（９５．

３％）増加し、少子高齢化が進んでいます。なお、人口が減少するとともに、

世帯数も、昭和３５年の１，１３４世帯が平成２２年には１，０１２世帯に減少

しています。この間、一世帯当たり世帯員数は４．６人から２．８人へと減少し

ていて、核家族化や高齢者世帯の増加とともに、この間の高齢者比率が１０．９％

から３９．２％へ拡大するなど、地域の高齢化が急速に進んでいます。 

塩尻市人口ビジョン（平成２７年３月策定）によると、楢川地区の人口は、

２４年後の平成５２年には１，７０８人まで減少するとともに、老年人口割

合は４９．１％まで上昇し、生産年齢人口割合の４３．７％を上回る推計と

なっており、人口減少・少子高齢化が一層進む見込みです。  

産業別就業人口の推移では、昭和３５年に２６．５％であった第一次産業は、

高度経済成長期を経て、平成２２年には２．１％と著しく減少し、第二次産業

も４５．４％が３７．４％に減少しています。一方、第三次産業は２８．１％

が５８．９％に増加し、農業に適さない地理的条件、林業従事者の流出、伝統

的工芸品産業の衰退など、地区の特性や社会経済情勢が反映されています。 
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表１－１（１）（楢川地区） 人口の推移（国勢調査）  

 

区  分  昭和 35 年  昭和 40 年  昭和 45 年  昭和 50 年  昭和 55 年  

実数  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  

総  数  
人  人  ％  人  ％  人  ％  人  ％  

5,247  5,009  △  4.5  4,848  △  3.2  4,870  0.5  4,706  △  3.4  

0 歳～ 14 歳  1,543  1,281  △  17.0  1,091  △  14.8  1,111  1.8  1,015  △  8.6  

15 歳～ 64 歳  3,131  3,327  6.3  3,347  0.6  3,270  △  2.3  3,097  △  5.3  

  
うち 15 歳  

～ 29(a) 1,261  1,184  △  6.1  1,173  △  0.9  964  △  17.8  803  △  16.7  

65 歳以上 (b) 573  401  △  30.0  410  2.2  489  19.3  594  21.5  

ａ /総数  

若年者比率  24.0  23.6  －  24.2  －  19.8  －  17.1  －  

ｂ /総数  

高齢者比率  10.9  8.0  －  8.5  －  10.0  －  12.6  －  

 

区  分  昭和 60 年  平成  2 年  平成  7 年  平成 12 年  平成 17 年  

実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  

総  数  
人  ％  人  ％  人  ％  人  ％  人  ％  

4,369  △  7.2  4,089  △  6.4  3,755  △  8.2  3,619  △  3.6  3,192  △  11.8  

0 歳～ 14 歳  873  △  14.0  654  △  25.1  491  △  24.9  352  △  28.3  309  △  12.2  

15 歳～ 64 歳  2,811  △  9.2  2,659  △  5.4  2,390  △  10.1  2,262  △  5.4  1,799  △  20.5  

  

うち 15 歳  

～ 29(a) 721  △  10.2  707  △  1.9  630  △  10.9  593  △  5.9  353  △  40.5  

65 歳以上 (b) 683  15.0  776  13.6  874  12.6  1,005  15.0  1,084  7.9  

ａ /総数  

若年者比率  16.5  －  17.3  －  16.8  －  16.4  －  11.1  －  

ｂ /総数  

高齢者比率  15.6  －  19.0  －  23.3  －  27.8  －  34.0  －  

 

区  分  平成 22 年  

実数  増減率  

総  数  
人  ％  

2,854  △  10.6  

0 歳～ 14 歳  252  △  18.4  

15 歳～ 64 歳  1,483  △  17.6  

  
うち 15 歳  

～ 29(a) 279  △  21.0  

65 歳以上 (b) 1,119  3.2  

ａ /総数  

若年者比率  9.8  －  

ｂ /総数  

高齢者比率  39.2  －  
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表１－１（１）（市域全体）  人口の推移（国勢調査）  

 

区  分  昭和 35 年  昭和 40 年  昭和 45 年  昭和 50 年  昭和 55 年  

実数  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  

総  数  
人  人  ％  人  ％  人  ％  人    

43,818  44,306  1.1  47,113  6.3  52,291  11.0  57,417  9.8  

0 歳～ 14 歳  12,641  10,685  △  15.5  10,692  0.1  12,083  13.0  13,373  10.7  

15 歳～ 64 歳  27,907  30,120  7.9  32,338  7.4  35,144  8.7  37,871  7.8  

  
うち 15 歳  

～ 29 歳 (a) 10,511  11,200  6.6  11,572  3.3  11,580  0.1  11,123  △  3.9  

65 歳以上 (b) 3,270  3,501  7.1  4,083  16.6  5,064  24.0  6,173  21.9  

ａ /総数  

若年者比率  24.0  25.3  －  24.6  －  22.1  －  19.4  －  

ｂ /総数  

高齢者比率  7.5  7.9  －  8.7  －  9.7  －  10.8  －  

 

区  分  昭和 60 年  平成  2 年  平成  7 年  平成 12 年  平成 17 年  

実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  

総  数  
人  ％  人  ％  人  ％  人  ％  人  ％  

60,329  5.1  61,420  1.8  64,236  4.6  67,747  5.5  68,346  0.9  

0 歳～ 14 歳  13,107  △  2.0  11,387  △  13.1  10,346  △  9.1  10,187  △  1.5  10,053  △  1.3  

15 歳～ 64 歳  40,040  5.7  41,363  3.3  43,317  4.7  44,947  3.8  44,148  △  1.8  

  

うち 15 歳  

～ 29 歳 (a) 11,522  3.6  12,382  7.5  13,573  9.6  13,606  0.2  11,009  △  19.1  

65 歳以上 (b) 7,180  16.3  8,670  20.8  10,572  21.9  12,613  19.3  14,145  12.1  

ａ /総数  

若年者比率  19.1  －  20.2  －  21.1  －  20.1  －  16.1  －  

ｂ /総数  

高齢者比率  11.9  －  14.1  －  16.5  －  18.6  －  20.7  －  

 

区  分  平成 22 年  

実数  増減率  

総  数  
人  ％  

67,670  △  1.0  

0 歳～ 14 歳  9,469  △  5.8  

15 歳～ 64 歳  42,161  △  4.5  

  

うち 15 歳  

～ 29 歳 (a) 10,032  △  8.9  

65 歳以上 (b) 15,993  13.1  

ａ /総数  

若年者比率  14.8  －  

ｂ /総数  

高齢者比率  23.6  －  

 

 



- 7 - 

 

 

表１－１（２）（楢川地区）  人口の推移（住民基本台帳）  
 

区  分  
平成 12 年 3 月 31 日  平成 16 年 3 月 31 日  平成 21 年 3 月 31 日  

実  数  構成比  実  数  構成比  増減率  実  数  構成比  増減率  

総  数  
人  －  ％  人  －  ％  ％  人  －  ％  ％  

3,556   3,363   △  5.4 3,071   △  8.7 

  男  1,717 48.3  1,622 48.2  △  5.5 1,495 48.7  △  7.8 

  女  1,839 51.7  1,741 51.8  △  5.3 1,576 51.3  △  9.5 

 

区  分  
平成 26 年 3 月 31 日  平成 27 年 3 月 31 日  

実  数  構成比  増減率  実  数  構成比  増減率  

総  数  

（外国人住民除く）  

人  －  ％  ％  人  －  ％  ％  

2,709   △  11.8 2,640   △  2.5 

男  

（外国人住民除く）  1,329 49.1  △  11.1 1,307 49.5  △  1.7 

女  

（外国人住民除く）  1,380 50.9  △  12.4 1,333 50.5  △  3.4 

参

考  

男（外国人住民）    9  0.3 －     8  0.3 △  11.1 

女（外国人住民）   16  0.6 －    15  0.6 △  6.3 

 

表１－１（２）（市域全体）  人口の推移（住民基本台帳）  
 

区  分  平成 12 年 3 月 31 日  平成 16 年 3 月 31 日  平成 21 年 3 月 31 日  

  実  数  構成比  実  数  構成比  増減率  実  数  構成比  増減率  

総  数  
人  －  ％  人  －  ％  ％  人  －  ％  ％  

65,542   66,848   2.0 66,983   0.2 

男   32,584 49.7  33,276 49.8  2.1 33,325 49.8  0.1 

女   32,958 50.3  33,572 50.2  1.9 33,658 50.2  0.3 

 

区  分  
平成 26 年 3 月 31 日  平成 27 年 3 月 31 日  

実  数  構成比  増減率  実  数  構成比  増減率  

総  数  

（外国人住民除く）  

人  －  ％  ％  人  －  ％  ％  

66,775   △  0.3 66,504   △  0.4 

男  

（外国人住民除く）  33,274 49.8  △  0.2 33,114 49.8  △  0.5 

女  

（外国人住民除く）  33,501 50.2  △  0.5 33,390 50.2  △  0.3 

参

考  

男（外国人住民）   503  0.7 －    488  0.7 △  3.0 

女（外国人住民）   555  0.8 －    577  0.9    4.0 
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表１－１（３）（楢川地区）  人口の見通し（塩尻市人口ビジョン）  
 

区  分  
平成 27 年  平成 32 年  平成 37 年  

実  数  構成比  実  数  構成比  実  数  構成比  

総  数  
人  －  ％  人  －  ％  人  －  ％  

2,670   2,481   2,283   

年少人口    219  8.2    172  6.9    156  6.8  

生産年齢人口  1,265 47.4  1,144 46.1  1,023 44.8  

老年人口  1,186 44.4 1,165 47.0 1,104 48.4 

 

区  分  
平成 42 年  平成 47 年  平成 52 年  

実  数  構成比  実  数  構成比  実  数  構成比  

総  数  
人  －  ％  人  －  ％  人  －  ％  

2,082   1,887   1,708   

年少人口    140  6.7    131  6.9    122  7.1  

生産年齢人口    942 45.3    850 45.0    747 43.7  

老年人口  1,000 48.0   906 48.0   839 49.1 

 

 

表１－１（３）（市域全体）  人口の見通し（塩尻市人口ビジョン）  
 

区  分  
平成 27 年  平成 32 年  平成 37 年  

実  数  構成比  実  数  構成比  実  数  構成比  

総  数  
人  －  ％  人  －  ％  人  －  ％  

66,866   65,010   64,496   

年少人口   8,708 13.0   7,973 12.3   7,860 12.2  

生産年齢人口  40,113 66.0  37,918 58.3  37,431 58.0  

老年人口  18,045 27.0 19,119 29.4 19,205 29.8 

 

区  分  
平成 42 年  平成 47 年  平成 52 年  

実  数  構成比  実  数  構成比  実  数  構成比  

総  数  
人  －  ％  人  －  ％  人  －  ％  

63,068   61,534   60,000   

年少人口   7,728 12.2   7,812 12.7   8,012 13.3  

生産年齢人口  35,919 57.0  33,635 54.7  31,062 51.8  

老年人口  19,421 30.8 20,087 32.6 20,926 34.9 
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表１－１（４）（楢川地区）  産業別人口の推移（国勢調査）  
 

区  分  昭和 35 年  昭和 40 年  昭和 45 年  昭和 50 年  昭和 55 年  

  実数  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  

総  数  
人  人  ％  人  ％  人  ％  人  ％  

2,215  2,303  4.0  2,675  16.2  2,669  △  0.2  2,665  △  0.1  

第一次産業  ％  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  

就業人口比率  26.5  16.0    8.3    4.0    3.2    

第二次産業  ％  ％  －  ％  －  ％  －  3 －  

就業人口比率  45.4  54.8    60.4    52.6    56.4    

第三次産業  ％  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  

就業人口比率  28.1  29.2    31.3    43.3    40.3    

 

区  分  昭和 60 年  平成 2 年  平成 7 年  平成 12 年  平成 17 年  

  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  

総  数  
人  ％  人  ％  人  ％  人  ％  人  ％  

2,350  △ 11.8  2,300  △  2.1  2,179  △  5.3  2,006  △  7.9  1,732  △ 13.7  

第一次産業  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  

就業人口比率  3.5    2.3    1.7    1.7    0.9    

第二次産業  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  

就業人口比率  57.4    52.3    55.9    55.9    39.5    

第三次産業  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  

就業人口比率  39.1    45.0    42.2    42.2    59.5    

 

区  分  平成 22 年  

  実数  増減率  

総  数  
人  ％  

1,527  △ 11.8  

第一次産業  ％  －  

就業人口比率  2.1    

第二次産業  ％  －  

就業人口比率  37.4    

第三次産業  ％  －  

就業人口比率  58.9    
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表１－１（４）（市域全体）  産業別人口の推移（国勢調査）  

 

区  分  昭和 35 年  昭和 40 年  昭和 45 年  昭和 50 年  昭和 55 年  

  実数  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  

総  数  
人  人  ％  人  ％  人  ％  人  ％  

22,663  24,054  6.1  27,422  14.0  28,318  3.3  30,507  7.7  

第一次産業  ％  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  

就業人口比率  50.1  39.8    30.5    23.4    19.0    

第二次産業  ％  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  

就業人口比率  24.2  31.5    38.1    38.8    41.1    

第三次産業  ％  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  

就業人口比率  25.7  28.7    31.4    37.7    39.8    

 

区  分  昭和 60 年  平成 2 年  平成 7 年  平成 12 年  平成 17 年  

  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  実数  増減率  

総  数  
人  ％  人  ％  人  ％  人  ％  人  ％  

32,438  6.3  33,408  3.0  36,641  9.7  37,421  2.1  37,115  △  0.8  

第一次産業  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  

就業人口比率  16.5    13.7    12.1    10.2    10.2    

第二次産業  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  

就業人口比率  42.5    42.0    39.8    38.4    34.5    

第三次産業  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  ％  －  

就業人口比率  40.9    44.2    48.1    51.3    55.3    

 

区  分  平成 22 年  

  実数  増減率  

総  数  
人  ％  

35,770  △  3.6  

第一次産業  ％  －  

就業人口比率  8.3    

第二次産業  ％  －  

就業人口比率  32.2    

第三次産業  ％  －  

就業人口比率  58.4    

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

３ 行財政の状況 

 

(1) 塩尻市の財政状況 

 

本市の経常収支比率については、社会経済状況の悪化による生活弱者の

増加や、少子高齢化の進展に伴う恒常的な扶助費の伸びにより、平成２６

年度は８６．８%と平成２０年度より３．６％改善されたものの、依然と

して高い水準にあり、財政の硬直化が懸念されます。平成２７年度におい

て、歳入では法人市民税が大幅な減収となる見込みであることに加えて、

普通交付税や臨時財政対策債についても、当初見込みよりも減額となった

ため、一般財源の確保が例年にも増して厳しい状況にあります。  

平成２７年度から平成３５年度までの財政運営の指針とするために策

定した「長期財政推計」において、歳出では、消費税率引き上げによる物

件費等の経常的経費の増嵩のほか、平成２８年度以降、新体育館建設、北

部地域拠点整備事業、東部圏域地域福祉施設拠点整備事業などの大型公共

事業が予定され、普通建設事業費の大幅な増額が見込まれています。一方、

歳入では、人口構造の変化等に伴い、個人市民税が減少傾向で推移すると

ともに、合併算定替の特例措置の終了に伴い、平成２８年度からは普通交

付税が段階的に減収となるなど、財源確保は今にも増して厳しい状況が見

込まれています。 

こうした極めて厳しい財政状況下において、多様化する行政需要に対応

するため、効率的な行政運営、受益者負担原則の確立、徹底した事業の選

択と集中による財源の計画的・重点的・効果的配分などに心がけ、プライ

マリーバランスの黒字化を図りながら、中長期的な展望に立った予算管理

や基金・起債等の適正管理による自立的で持続可能な財政運営を進める必

要があります。 
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表１－２（１）市町村財政の状況  
（平成１７年度楢川村と合併）  
 

区   分  平成 12 年度  平成 16 年度  平成 20 年度  平成 26 年度  

歳  入  総  額  Ａ  2,582,957  2,455,164  26,881,610  29,436,066 

  一般財源    1,662,871  1,336,763  16,802,845  17,133,454 

  国庫支出金    145,397  75,263  2,533,792  3,200,029 

  県支出金    105,661  25,478  899,191  1,204,580 

  地方債    399,200  545,700  2,978,066  3,735,992 

   う  ち  過  疎  債   194,800  118,900  102,000  91,700 

  そ  の  他  269,828  471,960  3,667,716  4,162,011 

歳  出  総  額  Ｂ  2,518,051  2,316,241  26,575,829  28,720,438 

  義務的経費  850,219  942,809  10,751,663  12,161,232 

  投資的経費  207,020  368,516  4,759,099  4,368,223 

    うち普通建設業   207,020  366,414  4,607,873  4,363,437 

  その他  972,267  883,081  10,956,567  12,003,468 

  過疎対策事業費  488,545  121,835  108,500  187,515 

歳入歳出差引額  Ｃ（Ａ－Ｂ）  64,906  138,923  305,781  715,628 

翌年度へ繰越すべき財源  Ｄ  1,595  0  63,108  66,466 

  実質収支  Ｃ－Ｄ  63,311  138,923  242,673  649,162 

財  政  力  指  数  0.237  0.270  0.674  0.635 

公  債  費  負  担  比  率  17.9  23.8  17.5  14.8 

実  質  公  債  費  比  率  －  －  10.2 6.9 

起  債  制  限  比  率  10.9  15.7  9.0  －  

経  常  収  支  比  率  80.9  89.1  90.4  86.8 

将  来  負  担  比  率  －  －  85.0 41.4 

地  方  債  現  在  高  3,658,982  4,417,554  27,488,921  28,048,254 

 

表１－２（１－２）歳入に占める依存財源と普通交付税の割合  
                           

（平成１７年度楢川村と合併）  

       （単位：千円） 

年  度  平成 11 年度  平成 12 年度  平成 13 年度  平成 14 年度  平成 15 年度  平成 16 年度  

歳入合計  2,789,566 2,582,957 2,342,798 2,415,858 2,238,110 2,455,164 

  うち依存財源  2,165,921 1,957,119 1,786,282 1,607,350 1,670,647 1,670,647 

    比  率  77.6% 75.8% 76.2% 66.5% 68.0% 68.0% 

  うち普通交付税  1,099,506 1,062,782 973,963 869,423 817,238 817,238 

    比  率  39.4% 41.1% 41.6% 36.0% 33.3% 33.3% 
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       （単位：千円） 

年  度  平成 17 年度  平成 18 年度  平成 19 年度  平成 20 年度  平成 21 年度  平成 22 年度  

歳入合計  25,269,012 26,645,007 27,256,630 26,881,610 27,854,042 29,610,835 

  うち依存財源  11,930,196 13,003,035 12,742,048 13,175,989 14,729,445 16,705,903 

    比  率  47.2% 48.8% 46.7% 49.0% 52.9% 56.4% 

  うち普通交付税  4,751,138 4,621,222 4,270,968 4,816,014 4,759,048 5,223,971 

    比  率  18.8% 17.3% 15.7% 17.9% 17.1% 17.6% 

 

     （単位：千円） 

年  度  平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

歳入合計  27,541,291 26,379,855 27,469,526 29,436,066 

  うち依存財源  14,009,564 12,683,722 13,901,456 14,993,286 

    比  率  50.9% 48.1% 50.6% 50.9% 

  うち普通交付税  5,357,741 5,141,642 5,246,575 4,858,107 

    比  率  19.5% 19.5% 19.1% 16.5% 

 

 (2) 公共施設の状況 

 

楢川地区の公共施設の整備状況は、市道（旧村道）の整備率が平成２６

年度末で６５．１％と県内平均（過疎地域）の４５．４％を上回っていま

す。 

下水処理施設については、奈良井・平沢地区の特定環境保全公共下水道

事業が平成１３年、贄川地区の農業集落排水事業が平成１７年にそれぞれ

完成し、地区内の計画区域全域が供用開始となっています。  

また、２園あった保育園については、園児数の激減に伴い、楢川保育園

に統合し、建て替えを行ったため、引き続き効率的な維持管理を図ってい

きます。 

今後は、地域活性化プラットフォーム事業や地域包括ケアシステム事業

等と連動を図りながら、楢川保健福祉センター、楢川支所、図書館楢川分

館及び楢川公民館の集約・複合化を検討していく必要があります。  
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表１－２（２）（楢川地区）  主要公共施設等の整備状況  

区   分  
昭和 45 

年度末  

昭和 55 

年度末  

平成 2 

年度末  

平成 12 

年度末  

平成 20 

年度末  

平成 26 

年度末  

村  道             

  改  良  率（％）  －  19.6  23.6  11.5  65.1  65.1 

  舗  装  率（％）  26.1  51.7  55.7  51.3  71.2  71.2 

耕地１ ha 当たり農道延長（ｍ）  10.9  4.4  9.7  12.0  8.6  18.3 

林野１ ha 当たり林道延長（ｍ）  2.7  4.1  6.3  6.5  6.4  6.4 

水  道  普  及  率   （％）  －  99.0  100.0  99.6  99.6  99.5 

水  洗  化  率  （％）  0.0  0.0  0.0  12.5  75.9  83.4 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） －  －  －  －  －  －  

小  学  校                              

  危険校舎面積比率（％）  －  12.6  55.0  0.0  0.0  0.0 

中  学  校                              

 危険校舎面積比率（％）  －  63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

表１－２（２）（市域全体）  主要公共施設等の整備状況  
  

区   分  

昭和 45 

年度末  

昭和 55 

年度末  

平成 2 

年度末  

平成 12 

年度末  

平成 20 

年度末  

平成 26 

年度末  

市  道             

  改  良  率  （％）  －  33.4  45.5  53.8  58.2  59.3 

  舗  装  率  （％）  17.5  58.1  77.8  83.1  85.1  85.8 

耕地１ ha 当たり農道延長（ｍ）  56.4  45.6  32.6  18.4  11.4  20.2 

林野１ ha 当たり林道延長（ｍ）  6.5  7.8  9.0  8.9  11.7  11.7 

水  道  普  及  率   （％）  －  99.2  99.7  99.8  99.9  99.9 

水  洗  化  率  （％）  0.0  0.0  28.8  72.5  93.8  96.9 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） －  －  －  －  －  －  

小  学  校                         

                         危険校舎面積比率（％）   31.7 7.4 0.0 0.0 0.0 

中  学  校                         

 危険校舎面積比率（％）   25.7 7.9 0.0 0.0 0.0 

 

４ 地域の自立促進の基本方針 

 

 (1) 過疎対策の成果と課題  

 

平成９年に旧楢川村が過疎地域として公示されて以来、地域の活性化や

自立促進に向け、積極的に過疎対策を講じてきました。また、平成１７年

の合併以後も計画に基づき過疎対策を講じてきました。  
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これにより、交通通信体系、生活環境施設、産業基盤など基礎的定住条

件の整備が進み、また地域の活性化につながる観光施設などが整備され、

着実にその効果をあげてきました。  

しかしながら、人口の減少が続く中で、高齢化率やひとり暮らしの老人

世帯の割合が高くなってきていることから、福祉・医療等の充実が求めら

れています。 

また、地域のコミュニティ活動の担い手が不足していることから、交流

人口の拡大、若者の定住促進も課題となっています。  

 
表１－３ 過疎対策事業費の状況  

（単位：千円） 

区   分  

過疎地域活性化特別措置法  

【 H2～ H11】  

過疎地域自立促進特別措置法  

【 H12～ H32】  

H9～ H11 実績  H12～ H16 実績  

  構成比  過疎債    構成比  過疎債  

1 産業の振興  612,457 18.9 242,400 698,833 15.4 206,800 

2 交通通信体系の整備  771,440 23.8 410,900 1,152,778 25.4 763,800 

3 生活環境の整備  1,284,293 39.6 212,200 2,239,589 49.3 489,300 

4 高齢者の福祉その他の増進  323,130 10.0 48,000 0 0.0 0 

5 医療の確保  0 0.0 0 79,690 1.8 76,100 

6 教育文化の振興  197,974 6.1 30,000 109,339 2.4 0 

7 地域文化の振興等  0 0.0 0 123,148 2.7 0 

8 集落の整備  0 0.0 0 0 0.0 0 

9 その他  53,369 1.6 0 136,021 3.0 0 

合      計  3,242,663 100.0 943,500 4,539,398 100.0 1,536,000 

 

区   分  

過疎地域自立促進特別措置法  

【 H12～ H32】  

過疎地域自立促進特別措置法  

【 H12～ H32】  

H17～ H21 実績  H22～ H27 実績  

  構成比  過疎債   構成比  過疎債  

1 産業の振興  0   0.0 0 424,542 36.4 220,900 

2 交通通信体系の整備  661,073  45.9 336,700 247,457 21.4 130,000 

3 生活環境の整備  667,423  52.8 253,200 112,790 6.1 36,800 

4 高齢者の福祉その他の増進  0   0.0 0 232,448 27.3 165,700 

5 医療の確保  12,600   1.3 11,500 24,437 3.8 23,100 

6 教育文化の振興  0   0.0 0 32,113 5.0 30,100 

7 地域文化の振興等  0   0.0 0 0 0.0 0 

8 集落の整備  0   0.0 0 0 0.0 0 

9 その他  0   0.0 0 0 0.0 0 

合      計  1,341,096   100 601,400 1,073,787 100 606,600 
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 (2) 自立促進の基本的方向  

 

塩尻市が目指す都市像「確かな暮らし未来につなぐ田園都市」の実現に

向け、塩尻市・楢川村合併ビジョンの「街道と清流が育む、歴史と未来が

きらめくまち」という基本理念のもと、次に掲げるまちづくりの基本方針

に基づき、楢川地区の持つ特性を尊重した個性あふれる自立したまちづく

りを推進することにより、塩尻市の一体的な発展を図ります。  

 

 ＜楢川地区のまちづくりの基本方針＞  

 

 

 

 
 

ア 生活環境の整備・防災対策の推進  

塩尻・木曽・伊那の交流機能の充実を目指し、公共交通の利便性の向

上や、国道１９号と県道の整備促進、生活道路の整備を進めます。  

また、住民が安全で安心して生活を営むことができるよう、事故や災

害などの緊急事態に対応できる救急・医療体制や消防力の向上、防災体

制の強化や交通安全対策の推進を図ります。  
 

イ 保健・福祉 

高齢者、障がい者及び母子などへの保健・福祉の充実のため、サービ

ス施策の推進を図り、住民が安心して暮らせるまちづくりを目指します。 

 

 
 

ア 人材の育成・文化の保全  

   

ア 人材の育成・文化の保全  

地域の自然や歴史と伝統に誇りを持ち、生きがいのある充実した生涯

学習活動を通じ、地域社会を継承し、守り育てるための人材の育成に努

めます。 

また、地域の特色を生かした学校教育の推進、市民の主体的な学習や

文化活動を促進し、豊かな自然や歴史的町並み、伝統工芸など、文化資

産を活用した交流学習の機会を創出し、歴史的文化資産の保存・継承を

図ります。 
 

イ 環境保全・循環型社会の構築 

広大な森林資源の多面的機能の保全と整備を市の主要施策に位置付

け、森林整備のための財源確保や水源かん養のための森林育成に努め、

豊かな水を育む美しい自然環境を守り育てるとともに、恵まれた木質バ

安心安全の確立 

 ～ 災害や事故が少ない、いざという時にも暮らしが守られるまち ～ 

歴史・自然との共生 

 ～ 自然体験、歴史文化など豊かな環境の中で豊かに暮らせるまち ～ 
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イオマス資源を活用して、再生可能エネルギーの促進による持続可能な

循環型社会の構築を目指します。 

 

 

 
 

ア 産業振興 

楢川地区の基幹産業である木曽漆器等を始めとした特色ある地場産

業の振興、観光拠点としての奈良井宿を始め点在する観光資源を有効活

用した観光の振興など、各種産業の振興策を行うとともに、各産業間の

連携による新産業分野の創造や起業家の育成、信州Ｆ・ＰＯＷＥＲプロ

ジェクトの展開を踏まえた林業の振興など、新たな視野を持って産業の

活性化に取り組みます。  
 

イ まちづくりの推進 

地域自治組織の再構築を支援し、地域コミュニティーの活性化を図り、

地域社会の活力の創出と自立促進に努めます。  
 

ウ 行政機能の効率化 

第五次塩尻市総合計画の適正な進行管理を行うとともに、職員の政策

立案能力の向上等の人材育成、アウトソーシングも含めた適正な定員管

理と人員配置、持続可能な財政運営等を進めることで、効率的、効果的

な行政経営を推進します。  

 

５ 計画期間 

 

この計画の期間は、平成２８年度から平成３２年度までの５か年とします。 

 

６ 公共施設等総合管理計画との整合 

 

(公共施設等の管理に関する基本的な考え方 )  

ファシリティマネジメントの考え方に基づき、公共施設等を経営資源と捉え、

計画的な予防保全による長寿命化や、資産総量の適正化による維持管理経費等

の縮減、資産活用による歳入確保など、公共施設等の総合的な利活用を推進す

ることにより、財政負担の軽減を図りながら、市民が必要とする行政サービス

の維持向上を図ります。 

そこで、次の三つの基本方針を定め、公共施設等総合管理計画を推進します。 

① 長寿命化の推進 

② 資産総量の適正化 

③ 資産の有効活用 

 

新たなまちづくりへの挑戦 

 ～ 地域の文化、産業などの資源を生かし、市民が活発に活動するまち ～ 
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(公共施設等総合管理計画との整合 )  

本計画における公共施設等のあり方や今後の方向性等については、公共施設

等総合管理計画と整合をとりながら、総合的な利活用を推進します。 
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第２ 活力あふれる地域づくりの推進 

 

１ 地域コミュ二ティの活性化 

 

 (現況と問題点)   

これまでのまちづくりは、行政があらゆる公共サービスを担い、住民はサー

ビスの顧客という構図のもとに展開してきました。しかし、多様化・複雑化す

る住民のニーズに対して、行政だけでは対応できない時代を迎えています。  

区を始めとする地域の自治組織は、生活に密着した様々な課題に包括的に

取り組み、住民自治、相互扶助などにおいて、非常に大きな役割を果たして

きています。 

旧楢川村は、合併により楢川地区となり、１８区が３区に統合されるとと

もに、従来の区は町会として再編されています。自治体を取り巻く環境が大

きく変化し、自立した地域自治が求められている中で、さらなる組織改革の

検討や公共施設の統廃合、意識啓発、財政基盤の強化など、地域自治を活性

化するための自主的・主体的な取り組みが進みつつありますが、更なる取り

組みが必要です。 

また、これからの自治組織には、より民主的で透明性の高い運営や、市民

公益活動団体との連携など、時代のニーズに対応した新しい活動展開が求め

られています。 

 

（その対策）  

地域の課題を解決する方針を地域住民自らが決定し、その課題ごとに住民

が具体的な方策に着手できるように行政が支援し、住民が一緒に考え、実行

するという協働の精神が、地域内において共有されることが必要です。その

ための啓発に努めるとともに、地区内団体等が自主的・主体的に組織した楢

川地区振興協議会において地域課題の抽出や施策立案・事業実施が図られる

よう支援します。 

また、地域に密着した自治組織に、新しい公共の担い手を加えた多様な主

体が、ともに知恵や労力などを提供できるよう、地域活性化プラットフォー

ムを構築するとともに、協働のまちづくりを推進し、地域自治の活性化を促

進します。併せて、老朽化が著しい楢川支所については、楢川保健福祉セン

ター、図書館楢川分館及び楢川公民館との集約化等を含めて、今後のあり方

を検討していきます。  

 

２ 市民公益活動の促進 

 

（現状と問題点）  

近年、市民公益活動団体（ＮＰＯ法人、ボランティア団体、市民活動団体

など）による社会貢献活動への参加意欲が高まり、住民の間にも自己決定の

もとに連携して地域の様々な課題を解決していこうという意識が広まりつ
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つあります。現に楢川地区では、ＮＰＯ法人が主体的に地域活性化の仕掛け

づくりを行うなど、意欲的な活動が進みつつあります。  

また、高齢者の生活支援等を目的としたボランティア団体が、活発に活動

しています。 

新たな公共の担い手である市民公益活動団体の役割は、主に行政や企業に

はできない機動的できめの細かい公益サービスを提供することです。なお、

その活動を通じて、多様な知識や経験を持つ住民の活躍と雇用の場を生み出

していくことが期待されています。  

活動を展開するに当たっては、公益事業の提供主体として、住民に対する

様々な責任を負い、活動の成果が常に問われることを自覚する必要があります。 

  また、行政との対等な関係を保つためにも、財政的な自立が求められていま

す。 

 

（その対策）  

事業の計画段階、実施段階において、多様な主体が参加する協働のまちづ

くりの仕組みを構築するとともに、より効果的な参加を促進するため、情報

公開を徹底していきます。  

対等な関係を保ち、市民公益活動団体の自主性に配慮しながら、組織強化

のための人材育成、市民公益活動団体が活動しやすい環境づくりをさらに進

めていきます。 

 

３ 集落対策の推進 

 

（現状と問題点）  

楢川地区においては、日常的な助け合いや共同作業の結果として、豊かな

地域社会が形成されてきています。  

しかし、若年層の流出や少子高齢化の進展などにより、地域の担い手が不

足し、地域活動が衰退傾向にあります。  

若年層の流出を防止し、Ｕターン・Ｉターン者などの転入者をも含めた集

落の活性化を図り、集落の有する機能を維持していくためには、集落の実状

に応じた生活環境基盤の整備が必要です。 

また、地域に人を呼び込む交流活動なども検討する必要があります。  

 

（その対策）  

集落が有する機能を維持し、良質な生活環境を確保するため、集会施設整

備の支援や上・下水道施設、道路施設などの生活環境基盤の整備を進めます。 

また、空き家対策を含めた定住促進対策、人の交流機会の創出などを検討

します。 
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４ 計 画 

 

自立促進 
施策区分 

事  業  名 
(施 設 名) 

事 業 内 容 事業主体 備考 

 
その他地域の  
自立促進に関  
し必要な事項  

 

 
 

 
楢川支所等移転事業 
 
ふれあいのまちづくり事業補助金 
 
まちづくりチャレンジ事業補助金 

 

塩尻市  
 
塩尻市  

 
塩尻市  

 

 

５ 公共施設等総合管理計画との整合 

 

(施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 )  

  

  庁舎等 

   適正管理による維持管理経費削減のほか、窓口や事務スペースの改善に

よる市民サービスの向上、施設を活用した広告収入の確保を図ります。支

所は複合施設とし、地域活性化プラットフォーム事業の拠点として機能充

実を図ります。 

 

(公共施設等総合管理計画との整合 )  

本計画における庁舎等（楢川支所）の公共施設等のあり方や今後の方向性等

については、公共施設等総合管理計画と整合をとりながら、総合的な利活用を

推進します。 
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第３ 産業の振興 

１ 農林業の振興 

 

（現況と問題点）  

楢川地区は平地が少ないため、自給的な農業がほとんどであり、農業経営

は成り立っていません。遊休荒廃農地や手入れの行き届かない里山が増加し、

環境や景観の保全など公益的機能の低下が懸念されています。  

また、有害鳥獣による農作物被害も多発しています。  

このような中で、「楢川地域おこし農家組合」による耕作放棄地の活用や

特用農林産物の開発として、山地に自生する「さるなし」を栽培し、ジャム

やワインなどの特産品化を進めています。  

林業は、素材生産が経営的に成り立たない時代背景から、生産活動はほと

んど行われなくなり、手入れの行き届かない山林が目立ち始めています。信

州Ｆ・ＰＯＷＥＲプロジェクトの展開を踏まえて、水源かん養などの森林が

持つ多面的機能と木材生産性を高めるため、森林・林業の再生が必要です。 

 

（その対策）  

「楢川地域おこし農家組合」の活動支援などによる農地の有効利用を促進

するほか、直売所等の出荷登録農家の栽培技術の改善支援等を行い、農産物

流通体制を整備し、県内外への販路拡大を図ります。 

また、巡回による有害鳥獣の追い払いや駆除対策を進めます。  

森林の持つ多面的な機能の利活用を促進するため、森林整備保全重点地域

については、豊かな水を育む森林づくり推進事業を活用しながら、森林集約

化や森林整備地域活動の推進を図るとともに、森林造成を年次的に拡大しま

す。 

 

２ 商工業・地場産業の振興 

 

（現況と問題点）  

工業は、漆器及び木製品製造業が、楢川地区の基幹産業として発達してき

ています。 

漆器製造業は、卓越した技術と伝統の下で木曽漆器ブランドを確立してき

ましたが、生活様式や市場ニーズの変化、長引く景気低迷などにより、深刻

な経営状況にあり後継者不足と併せて、今後の衰退が懸念されるところです。 

木製品製造業は、家具、伝統工芸品である曲げ物の生産などが行われていま

すが、不況の影響を受け、いずれも苦しい経営状況にあります。 

商業は、消費者の買い物動向やニーズの多様化などにより消費者の流出が

続いており、商店経営は大変厳しい上に後継者不足も深刻な状況にあり、観

光を視野に入れたまちづくりが求められています。  
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（その対策）  

基幹産業の漆器・木製品製造業については、木曽漆器工業協同組合、塩尻・

木曽地域地場産業振興センターなどの連携協力により産地ぐるみの受注体

制を構築し、漆を活用した新商品開発や販路拡大、文化財修復を通じた技術

の高度化、人材・後継者の育成、情報の受発信などブランド力を高め、多様

な側面から振興促進を図ります。とりわけ地場産業振興センターは、産地の

中心的な地場産業振興拠点として、施設の老朽化に対応しながら、機能の充

実や活用が求められます。  

また、中小企業・商店のための商工会議所による経営指導への支援、制度

融資による金融支援等を行います。  

 

３ 観 光 

 

（現況と問題点）  

楢川地区の観光は、奈良井宿の町並み、贄川関所などの歴史的観光資源と、

塩尻・木曽地域地場産業振興センターを中心に、誘客を進めています。  

奈良井宿は、知名度の浸透や、権兵衛トンネルが開通したことによる伊那

地域へのアクセスが向上したものの、増加傾向にあった観光客が現在では減

少傾向にあり、更なる活性化に向けた取り組みが課題となっています。  

また、潜在的な観光資源として、関所のある贄川宿や、伝統的工芸品木曽

漆器、重要伝統的建造物群保存地区の漆工町木曾平沢の町並み、権兵衛峠の

自然、信濃路自然歩道などがありますが、地域の統一的な誘客体制の確立が

課題となっています。  

 

（その対策）  

潜在している地域資源の掘り起こしや歴史的町並みを整備するなど、中山

道の街道文化を観光資源として活用し、伝統的工芸品などとともに付加価値

を高め、観光客の誘客を図ります。  

奈良井宿については、観光案内所の設置や駐車場の有効活用、観光客の回

遊路整備を検討します。  

通年型観光・滞在型観光を目指し、おもてなしの充実や質の高いサービス

を提供するため、宿泊施設、食堂、土産品店などのサービス体制、提供メニ

ュー等に関する経営者や従業員の研修を促進します。 

また、国際化に対応した受け入れ環境の整備、権兵衛トンネル開通に伴う

誘客対策、木曽路広域観光との連携、市内観光のルート化など、総合的に観

光振興策を進めます。  
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４ 計 画 

 
自立促進 
施策区分 

事  業  名 
(施 設 名) 

事 業 内 容 事業主体 備考 

 
産業の振興  

 

 
(1) 基盤整備 
   農 業 
 

 
有害鳥獣防除対策事業 
地域むらおこし農家組合事業 
農産物の独自流通網構築 
森林資源活用調査 
森林集約化推進事業 
森林整備地域活動推進事業 
森林造成事業 
林業施設等整備事業 

 
塩尻市 
農家組合 
塩尻市 
塩尻市 
塩尻市 
塩尻市 
塩尻市 
塩尻市 

 

  林 業 
 

 
(4) 地場産業の振興 

技能修得施設  
生産施設  

 

 
 

認定職業訓練事業 
地場産業振興センター運営補助金 
地場産業振興拠点の改修・整備 
木曽漆器振興対策事業 
ハブ・ファクトリー事業 
漆文化財修復受注支援事業 
後継者育成事業 
商工業中小企業振興対策補助金 
 

 
 
工業協同組合等 
 塩尻市 
塩尻市 
工業協同組合等 
実行委員会 
工業協同組合等 
塩尻市 
塩尻市 

 

  
(8) 観光又は 

レクリエーション 

 
 
木曽漆器祭・奈良井宿場祭 
奈良井宿活性化事業 
観光客遊歩道整備 
観光振興イベント事業 

 
 
実行委員会 
実行委員会 
塩尻市 
塩尻市 

 

 

５ 公共施設等総合管理計画との整合 

 

(施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 )  

  

産業系施設 

社会経済状況や市民ニーズの変化等により、市が保有する必要性が低下した

施設や、受益を受ける範囲が限られる施設は、管理運営方法の見直しや廃止、

譲渡等を検討します。  

 

(公共施設等総合管理計画との整合 )  

本計画における産業系施設等の公共施設等のあり方や今後の方向性等につい

ては、公共施設等総合管理計画と整合をとりながら、総合的な利活用を推進し

ます。 
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第４ 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進 

 

１ 道路の整備 

 

（現況と問題点）  

国道１９号は、楢川地区と市街地を直接結ぶ唯一の道路で、県内各地と中

京方面を結ぶ交通の大動脈であると同時に、生活幹線道路でもあります。  

一本道のため、交通事故、大雨・積雪時の通行規制等による渋滞や、交通

の遮断等による影響が大きいことから、迂回路の整備を進めてきましたが、

２か所が迂回不能箇所として残されています。  

国道３６１号は、権兵衛トンネルが開通したことにより、伊那地域へのア

クセス性の向上が図られました。  

また、交通輸送体系の変化に伴い、通過する大型車両が増加し、交通事故、

騒音、振動、排気ガス等が木曽路全体の問題になっています。  

このほか、生活道路としても機能するよう農道や林道の維持管理を図る必

要があります。 

 

（その対策）  

国道１９号の迂回不能箇所の対策として、桜沢－若神子間のバイパス整備

には着手しましたが、引き続き、日出塩－桜沢のバイパスの新設、桃岡―長

瀬間の早期改良を国に要望していきます。  

国道１９号の交通安全及び沿道環境の改善のため、中央分離帯の設置やポ

ストコーンの増設、集落道への右折レーン、信号機の増設などの対策につい

て、抜本的な対策を講じるよう国に働きかけをしていきます。  

県道姥神奈良井線は国道１９号と国道３６１号を結ぶ重要な道路である

ため、改良を県に要望していきます。  

このほか、楢川地区内の市道については、維持改良、老朽化した橋りょう

の改良などを推進するとともに、除雪体制等についても、地域住民との協働

体制を万全にしていきます。 

また、生活道路としても機能している農林道の維持管理に努めます。なお、

林道峠山羽渕線の先線については、経済効果等を勘案しながら検討します。 

 

２ 交通確保対策 

 

（現況と問題点）  

ＪＲ中央西線は、楢川地区に３駅を有し、特に自動車の運転ができない高

齢者や学生などにとって重要な交通手段となっていますが、停車する列車数

が少ない上、塩尻駅や木曽福島駅での特別急行などとの接続も悪く、通勤通

学や観光客の誘客などにも支障をきたしています。  
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住民の移動手段を確保するため、楢川地域振興バス及びスクールバスを運

行しています。今後は、地域住民の要望などに基づき、住民の更なる利便性

や観光客の利活用など、運行の充実に向けた検討をする必要があります。  

高速バスは、木曽福島―新宿間が朝夕２往復運行されていて、首都圏と直

結する観光・ビジネスルートとして期待されます。  

 

（その対策）  

ＪＲ中央西線は重要な交通機関であるため、住民に積極的な利用促進を啓

発するとともに、ＪＲ東海に対して利便性向上のための改善を求めていきま

す。また、奈良井地区等における観光客の安全の確保を図る観点から、ＪＲ

中央西線沿いの道路等の改修整備を進めていきます。  

楢川地域振興バス及びスクールバスは、利用者の利便や観光面に配慮しつ

つ、更なる充実を検討する必要があります。  

高速バスについては、住民の利用促進と首都圏へのＰＲを図るとともに、

市域への停留所新設を運行事業者に要望していきます。  

  

３ 情報化の推進 

 

（現況と問題点）  

１９か所の同報拡声器と、全世帯に配布した個別受信機による防災行政無

線システムは、災害時の防災情報のほか、平常時での行政情報・地域情報等

にも有効に活用していますが、将来的には、デジタル対応整備が必要です。 

また、奈良井地区の一部には、公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）が整備され

ていますが、観光の振興等を図る観点から、楢川地区全体への拡大を検討す

る必要があります。  

 

（その対策）  

防災行政無線システムについて、将来的に新たにデジタル整備を行い、旧

市域と一体となった防災行政無線の整備を図ります。  

公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）の整備については、民間団体等と連携を図

りながら、観光地としての経済活動の活性化に資するよう、取り組みます。 

また、インターネットの高速大容量通信時代に向けて啓発を図り、情報サ

ービスの活用を促進します。  

 

４ 地域間交流の促進 

 

（現況と問題点）  

中山道の奈良井宿と東海道の袋井宿は、ともに街道の中間の宿場であるこ

とから、袋井市と姉妹都市提携を締結し「どまん中交流」を続けています。 
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（その対策）  

袋井市との友好関係を深め、関係団体との交流を進めていきます。  

 

５ 計 画 

 

自立促進 
施策区分 

事  業  名 
(施 設 名) 

事 業 内 容 事業主体 備考 

 
交通通信体系 
の整備、情報化 
及び地域間交 
流の促進 

 

 
(1) 市道 

道路 
 

 
道路等維持・新設改良事業 

 
塩尻市 

 

 
(6)  電気通信施設

等情報化のため
の施設 

     防災行政用無
線施設 

     そ の 他 の 情 報
化のための施設 

 

 
  
  デジタル防災行政無線整備事業 
 
  公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi）整備事業 

 
 
塩尻市 
 
塩尻市 

 

 
(10) 地域間交流 
 

姉妹都市交流事業 都市交流協会  

  
(11) 過疎地域自立

促進特別事業 
 

 
地域振興バス等運行事業 

 
塩尻市 
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第５ 生活環境の整備 

 

１ 水道施設の整備 

 

（現況と問題点）  

楢川地区は、楢川簡易水道と贄川簡易水道の２事業により運営されていまし

たが、施設の老朽化が著しく浄水能力が低下するなど施設の更新が急務であり、

一部水源においては不安定な取水が余儀なくされ、水道水の安定供給に支障を

きたしていました。  

このため、平成１６年度には楢川簡易水道と贄川簡易水道の統合に係る水道

事業経営変更認可を受け、楢川浄水場の更新と楢川地区をつなぐ連結管路網等

を整備し、両簡易水道を統合することで、効率的かつ安定した簡易水道事業の

運営を図っています。 

また、管路については、近い将来に耐用年数を迎える配水管が残存し、耐震

性にも課題があることから、計画的な管路の更新に取り組む必要があります。 

そのほか、簡易水道事業では給水人口の減少に伴い使用料収入が減少するこ

とで、経営基盤が脆弱なものとなり、事業の安定性や持続性が危惧されるなど、

事業運営に課題があります。  

 

（その対策）  

簡易水道事業では、浄水場に係る施設の整備が完了したことから、今後は適

正な維持管理に努めます。  

また、管路については、経過年数、管路の状態等を考慮しながら計画的な更  

新に取り組み、併せて耐震化を進めるとともに、地震などの災害時における応

急給水拠点の整備にも取り組むなど災害対策を講じます。  

そのほか、簡易水道事業の安定性や持続性を高めるため適性な事業規模に応

じた財政の安定化を図る必要があることから、平成２１年度に簡易水道に係る

統合計画を策定し、平成２８年度末の上水道事業への統合に向けた取り組みを

進めています。 

 

２ 下水処理施設の整備 

 

（現況と問題点）  

楢川地区では、平成６年度から下水道事業に着手し、事業を推進してきま

した。奈良井、平沢、長瀬の特定環境保全公共下水道は平成１３年度に、平

成１７年度には贄川地区の農業集落排水施設が、平成１８年度には若神子地

区の小規模集合排水処理事業が、それぞれ供用開始となったことから、処理

人口普及率はほぼ１００％となっています。今後は、下水道施設の長寿命化

や地震対策等に取り組み、施設の延命化と災害時の機能確保を図ることが課
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題となります。 

そのほかの区域では、浄化槽の普及対策が課題となります。  

 

（その対策）  

下水処理施設の長寿命化対策、地震対策等は、国の助成制度等を活用しな

がら、計画的に施設の整備を行います。  

また、下水道整備計画区域内の水洗化率向上の啓発と接続促進に努めると

ともに、処理場の適正な維持管理を行います。  

そのほか、個別処理区域内を対象にした浄化槽の普及を進めます。  

 

３ 消防・救急施設の整備 

 

（現況と問題点）  

常備消防については、合併により松本広域連合の管轄になりましたが、楢

川地区が市の中心地から約２０ｋｍ離れているため、消防及び救急業務につ

いて、松本広域連合から木曽広域連合に事務委託を行い、安全の確保に万全

を期すこととしています。消防業務については、必要に応じた広域間連携等、

救急業務については、緊急性が高い場合のドクターヘリ出動要請等により、

迅速な消防及び救急業務体制の構築に配慮していきます。  

平沢地区及び奈良井地区は、重要伝統的建造物群保存地区などもあり、防

災設備等の拡充を図ってきましたが、今後も消防設備・機材の充実、消防団

の組織強化など、消防力の一層の強化が求められる一方、消防団員の確保は、

年々困難になっています。  

楢川地区への影響が懸念される境峠・神谷断層帯の評価結果が公表され、

発生確率の高さが指摘されているため、地震災害対策を強化する必要があり

ます。 

 

（その対策）  

消防設備や機材の更新・充実、消防団員確保のための啓発、消防団活動の

近代化と組織の効率的再編に努めるほか、消防団員が不足する昼間火災に対

応するため、自主防災組織等の充実による消防防災体制の強化を図ります。 

 

４ 住環境の整備 

 

（現況と問題点）  

楢川地区の賃貸住宅は、県営住宅が２７戸、市営住宅が特定公共賃貸住宅

２４戸、定住促進住宅１８戸であり、ほとんどが公営住宅です。  

これまで土地開発公社が３０戸を分譲し、定住人口の確保に努めてきまし

たが、若年層の流出などにより空き家が増加する傾向にあります。  

また、奈良井宿や平沢などの歴史的な町並みは、住環境や景観保全の上か
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らも、その保存・整備が求められます。  

 

（その対策）  

住宅マスタープランに基づき、需要に応じた効果的な市営住宅の改修・整

備を検討します。 

空き家の増加傾向に対応するため、移住定住促進対策を含め、空き家バン

クの充実、所有者の意向確認、賃貸の調整、情報の発信等による空き家の利

活用を推進します。 

また、住環境機能の向上や景観の保全のため、街なみ環境整備事業を推進

します。 

 

５ 安全なまちづくりの推進 

 

（現況と問題点）  

楢川地区では、交通事故発生件数・死傷者数が増加傾向にあり、事故防止

対策が課題となっています。  

また、窃盗を中心に犯罪発生件数が増加傾向にあり、高齢者が被害者とな

る詐欺や悪質な訪問販売等の各種事犯も発生しています。  

 

（その対策）  

交通事故や犯罪の発生を未然に防止するため、警察など関係機関との連携

を強化するとともに、防犯パトロール、街頭指導、啓発活動など、交通安全

協会や防犯協会による自主的な活動を促進し、地域ぐるみでの交通安全意識

の高揚と犯罪抑止力の強化を図り、安全なまちづくりを推進します。  

 

６ 計 画 

 

自立促進 
施策区分 

事  業  名 
(施 設 名) 

事 業 内 容 事業主体 備考 

 
生活環境の整備 

 

 
(1) 水道施設 

簡易水道 
 
 
 

 
簡易水道施設整備維持管理事業 
簡易水道施設情報化推進事業 

 
塩尻市 
塩尻市 

 

(5) 消防施設 防災施設・設備整備事業 塩尻市  

(6) 公営住宅 定住促進住宅等の改修・整備 塩尻市  

(8) その他 街なみ環境整備事業 塩尻市  
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７ 公共施設等総合管理計画との整合 

 

(施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 )  

  

公営住宅 

予防保全によるライフサイクルコストの削減を図ります。なお、耐震性のな

い老朽化した公営住宅は、公営住宅長寿命化計画に基づき改修を行うとともに、

老朽化の著しい住宅の廃止を進めます。  

 

(公共施設等総合管理計画との整合 )  

本計画における公営住宅等の公共施設等のあり方や今後の方向性等について

は、公共施設等総合管理計画と整合をとりながら、総合的な利活用を推進しま

す。 
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第６ 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

１ 高齢者等の健康増進を図るための対策 

 

（現況と問題点）  

現代社会においては、肥満、高血圧、糖尿病などの生活習慣病が増加し、

それに起因した脳血管障害や心臓病などが増加しています。  

住民自らが健康への意識を高め、自ら健康管理に取り組むために、健康づ

くりに関する各種講座、健康相談、生活習慣の改善に向けた保健指導などを

実施し、普及啓発活動を行っているほか、生活習慣が深く関与しているがん、

心疾患、脳血管疾患等の早期発見・早期治療を目的に、生活習慣病予防検診

や、がん検診などを実施しています。これらの受診者については、年々増加

傾向にあります。 

母子保健については、核家族化、少子化の傾向から子育てに不安を抱いて

いる母親が増加する傾向にあり、相談事業の充実に努めています。子育て支

援も含め、総合的に住民の保健予防体制を確立する必要があります。  

 

（その対策）  

楢川保健福祉センターを保健活動の拠点として、楢川診療所とともに住民

の健康づくりを進め、保健師による訪問指導を含めた保健・栄養指導、健康

教室等を通じ、健康管理や疾病予防のための普及啓発に努めます。なお、楢

川保健福祉センターについては、楢川支所、図書館楢川分館及び楢川公民館

との集約化等を含めて、今後のあり方を検討していきます。  

また、病気の早期発見・早期治療を目指した検診体制の充実と受診率の向

上に努め、地域全体で健康課題を設定し健康増進に取り組む、住民主体の健

康づくり活動の活性化を図ります。なお、母親が安心して子育てができるよ

う、母子保健事業の充実を図ります。  

 

２ 高齢者の福祉の向上及び増進を図るための対策 

 

（現況と問題点）  

楢川地区の高齢化率は、平成２７年４月３０日現在で４３．１％に達し、

今後も高齢化が進むものと予測されます。  

高齢化に伴い、独り暮らし、寝たきり、認知症などの高齢者の増加、核家

族化や家族の高齢化等による家庭の介護力の低下も懸念されています。  

楢川地区には、平成２７年１２月１日現在、独り暮らし老人が２１２人、

要介護者・要支援者が約２０７人で、今後さらに増加が見込まれます。  
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（その対策）  

高齢者の生きがいや社会参加を促進するとともに、可能な限り、住み慣れ

た家庭や地域の中で、高齢者が安心して暮らし続けることができるよう、介

護保険制度への対応を図りつつ、地域での支え合いの活性化を促進するため

の地域ケア会議の設置、生活支援サービスの提供者の育成や連携支援等の地

域包括ケアシステムの構築を目指します。 

また、在宅生活を継続できる体制づくりを行うとともに、今後、増加し続

ける認知症に対し、認知症サポーター養成講座の拡充、認知症相談体制の確

立など認知症にやさしいまちづくりを推進します。  

 

３ 児童の福祉の向上を図るための対策 

 

（現況と問題点）  

近年、少子化や核家族化の進行などにより、子どもや家庭を取り巻く環境

が大きく変化しています。その結果、世代を通して子育てを学ぶ機会が少な

くなり、地域社会における近隣とのつながりも希薄になりつつあります。ま

た、子育てと就労の両立を希望する保護者も多く、保育需要も多様化する中

で、ひとり親家庭も増加傾向にあり、犯罪や虐待による子どもの被害も社会

問題化しています。 

これらのことから、保育の充実と、子育てに悩む保護者への支援、家庭環

境に応じた支援、地域社会全体で子どもを育てる仕組みづくりが求められて

います。 

また、楢川地区にある保育園２園は、児童数が激減したことから、楢川保

育園を建て替え、統合を図ったため、今後は計画的に施設を維持するととも

に、効果的な運営が求められています。 

 

（その対策）  

家庭が子育ての原点であることを基本に、まちぐるみで子どもと子育て家

庭を支援していくため、平成２７年度からスタートした「元気っ子育成支援

プランⅡ」に基づき、子育てと仕事を両立できる環境整備や地域の子育てネ

ットワークの強化、様々な家庭のニーズに寄り添える支援体制の充実を図る

など、子育て家庭を支援する仕組みづくりを推進します。  

また、建て替えを実施した楢川保育園については、効率的な施設の維持管

理を行いながら、運営の効率化とサービスの向上を目指します。  

 

４ 障がい者の福祉の向上を図るための対策 

 

（現況と問題点）  

「ノーマライゼーション」や「地域福祉」の理念のもと、すべての障がい

者が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることができる地域
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づくりや、障がいに対する理解向上が求められます。  

また、障がい者の自立を支援し、社会参加を促進していく施策を計画的に

推進していくことが必要です。  

 

（その対策）  

障がい者が地域で自分らしく安心して暮らし続けることができるように、

公共施設のバリアフリー化の推進、障害福祉サービスの充実、雇用・就業の

促進による自立支援、地域やスポーツ、文化芸術、生涯学習などへの活動支

援を通じた社会参加の促進、療育・教育の充実などを積極的に支援します。 

 

５ 計 画 

 

自立促進 
施策区分 

事  業  名 
(施 設 名) 

事 業 内 容 事業主体 備考 

 
高齢者等の保 
健及び福祉の 
向上及び増進 

 

 

(3) 児童福祉施設 

保育所 

 

 

 楢川保育園運営事業 

 

塩尻市 

 
 

 

(7) 市町村保健セン 

ター及び母子健康セ 

ンター 

 

楢川保健福祉センターの改修・整備 塩尻市  

 

６ 公共施設等総合管理計画との整合 

 

(施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 )  

  

(1) 保育園 

 安全確保と長寿命化のための予防保全を実施し、老朽化した施設の更新

時は、子育て支援の地域拠点施設としての機能を持たせるなど、複合化を

検討します。 

 

 (2) 高齢福祉施設 

   デイサービス等の民間参入が顕著な施設は、譲渡又は廃止について検討

します。デイサービス併設の老人福祉センターは、日常生活圏域ごとに整

備するふれあいセンターに集約化します。  

 

 

(公共施設等総合管理計画との整合 )  

本計画における保育園、高齢福祉施設等の公共施設等のあり方や今後の方向

性等については、公共施設等総合管理計画と整合をとりながら、総合的な利活

用を推進します。 
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第７ 医療の確保 

 

１ 医療提供体制の整備 

 

（現況と問題点）  

楢川地区の医療機関は、市の国民健康保険楢川診療所と民間の歯科医院が

それぞれ１か所ありますが、特定の診療科に係る医療については、地区外へ

の通院が必要になります。  

楢川診療所は、地区内で唯一の診療施設として、保健指導や検診に重要な

役割を担っています。  

運営状況は、平成３年開所当時の赤字幅が大幅に縮小し、収支の均衡が改

善されてきたものの、医療制度改革などの影響もあり、厳しい経営状況とな

っていますが、将来の医師確保に向けて平成２６年度に指定管理者制度を導

入し、医療法人により運営を行っています。  

 

（その対策）  

楢川診療所は、安定的に地域医療を確保し、医療サービスの一層の向上を

図るため、指定管理者制度のメリットを活かし、福祉サービスや介護保険サ

ービスとの連携の強化などを進めます。 

また、医療設備などについては、経営状況や耐用年数を考慮しながら、サ

ービスが維持できるよう計画的に更新整備を図ります。  

 

２ 計 画 

 

自立促進 
施策区分 

事  業  名 
(施 設 名) 

事 業 内 容 事業主体 備考 

医療の確保  
 
 
 
 
 
 

 
(2) 特定診療科に係る 
   診療施設 

その他 
 

 
 
 
外出支援事業 
 

 
 
 
塩尻市 
 

 

 
(3) 過疎地域自立促進       

特別事業 
 

 
 

医療機器整備事業 
 

 
 
塩尻市 
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第８ 教育の振興 

 

１ 学校教育の推進 

 

（現況と問題点）  

いじめや不登校、家庭や地域の教育力の低下など、子どもの教育問題が  

深刻化する中、楢川地区では教育に関する関心が高く地域で育てる環境が

比較的整っています。しかし、小学校の統合を経ても少人数の学級編成や

男女比の偏りなどがみられ、児童・生徒数からの教育的課題が懸念されて

います。 

楢川地区に１校ある木曾楢川小学校は、児童の減少に伴い、平成１９年

３月に贄川小学校と楢川小学校２校が統合したものです。平成２７年５月

現在の児童数は８７人ですが、極端に少人数の学級編成や男女比の偏りな

ど、児童数が少ないことによる課題が生じてきています。 

 

（その対策）  

一人ひとりの育ちに、ていねいに向き合う教育を推進できるよう、特色

ある教育活動の支援等の学校教育の充実や、キャリア教育の推進等の体

験・経験の充実、コミュニティ・スクールの導入等の学校・家庭・地域の

連携の強化を図ります。 

また、保育園、小中学校、家庭、地域、関係機関の連携を強め、他校と

の交流なども取り入れながら、小中一貫教育等の導入の可能性について検

討を進めるとともに、老朽化が進む学校教育施設のあり方についても併せ

て検討していきます。  

 

２ 生涯学習の整備 

 

（現況と問題点）  

少子高齢化、余暇時間の増大などを背景に、生涯学習に対する住民要望は

高まり、多様化しています。豊かな心を育み、生涯にわたる生きがいを育む

ため、学習機会の提供による地域の活性化や、人材育成のためのボランティ

ア活動などの活性化が求められます。  

楢川地区においては、楢川公民館と図書館楢川分館が、生涯学習の中心的

な役割を担っています。  

 

（その対策）  

いつでも、どこでも、誰でも学びたいことを学ぶことができるよう、学習

の場や機会を整備し、住民の多様な学習活動が自主的に取り組まれることを

目指します。 
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また、学校、家庭、地域社会の教育機能の充実を図るとともに、伝統文化

などの地域学習を始めとする公民館活動の促進、市立図書館との連携強化を

図りながら、図書館分館機能の充実を進めます。併せて、楢川公民館及び図

書館楢川分館については、楢川保健福祉センター及び楢川支所との集約化等

を含めて、今後のあり方を検討していきます。  

 

３ 体育施設等の整備 

 

（現況と問題点）  

楢川地区の社会体育施設は、体育館、運動場、屋内運動場のほか、学校開

放施設があります。これら施設の有効利用や、健康増進のためのスポーツ・

レクリエーションの普及が課題となります。  

また、地区体育協会は、公民館と重複して事業を実施してきた経過があり、

地区体育協会としての独立した運営が求められています。  

 

（その対策）  

生涯にわたりスポーツに親しみ、健康で明るい生活を送ることができるよ

う、「住民みな１スポーツ」の推進を図ります。  

また、社会体育施設の利用、スポーツ少年団活動の地域間交流、体育協会

の組織強化などを促進するほか、老朽化した施設については、利用状況や老

朽度合等により、施設の縮小等を検討していきます。  

 

４ 計 画 

 

自立促進 
施策区分 

事  業  名 
(施 設 名) 

事 業 内 容 事業主体 備考 

 
教育の振興 

 
(1) 学校教育関連施設 
   校舎 
 

  
楢川地区学校施設の改修・整備 

  
塩尻市 

 

 
(3) 集会施設、体育施設等 

集会施設 
   図 書 館 
  体育施設  

 
楢川地区公民館施設の改修・整備 
図書館楢川分館の改修・整備 
楢川地区体育施設の改修・整備 

 
塩尻市 
塩尻市 
塩尻市 

 

 

５ 公共施設等総合管理計画との整合 

 

(施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 )  

  

(1) 集会施設 

 地区公民館は、コミュニティの活動拠点として規模の適正化を図りつつ、

改修、更新を行います。なお、公民館単独の施設とはせず、支所、図書館
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分館その他の機能を合わせた複合施設とします。 

 

 (2) 図書館 

   図書館は、市民の課題解決型図書館として、機能充実を図ります。図書

館分館は複合施設とし、地域の読書推進活動の拠点、本の受け渡しができ

る拠点として、本館とのネットワークにより一体的なサービスを提供しま

す。 

 

(3) スポーツ施設 

   既存スポーツ施設の長寿命化を図るとともに、行政が維持することが困

難なスポーツ施設や重複したスポーツ施設は統合・廃止することで、効率

的な管理を行います。  

 

 (4) 学校 

   児童・生徒の安全で快適な学習環境の確保を最優先に、教育方法・教育

内容等の変化に適応できるよう計画的な改修・整備を進めるとともに、地

域コミュニティや防災の拠点施設としての機能を強化するため、余裕教室

等を活用した複合化・多機能化を検討します。  

 

 (公共施設等総合管理計画との整合 )  

本計画における集会施設（楢川公民館）、図書館（図書館楢川分館）、スポー

ツ施設、学校等の公共施設等のあり方や今後の方向性等については、公共施設

等総合管理計画と整合をとりながら、総合的な利活用を推進します。 
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第９ 地域文化の振興等 

 

１ 地域文化の振興等に係る施設の整備・利活用 

 

（現況と問題点）  

楢川地区には、中世・近世以降、木曽古道、中山道、権兵衛街道の街道筋

であったことによる街道文化と、そこに育った伝統工芸や習俗文化など、多

くの伝統的な地域文化が残されています。  

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている奈良井宿・木曾平沢の  

町並みのほか、大切にしたい史跡として、贄川関所跡、押込と若神子の一里

塚跡などがあり、文化財建造物では、贄川の深澤家、奈良井の手塚家住宅が

あります。 

これら街道文化のほか、街道筋に木曽漆器の漆工職人町を形成している平

沢の町並みがあり、木曽漆器は、その製作用具及び製品３，７１２点が国の

重要有形民俗文化財に指定されています。また、県の天然記念物に指定され

ている贄川のトチノキ、巨木百選に選ばれた権兵衛峠のカラマツ、鎮神社や

諏訪神社の社叢などは、市の天然記念物に指定されています。  

そのほか、祭り、鳥追いなどの行事、食文化など、地域の人々によって伝

承されてきた習俗慣習も残されています。  

このような伝統的な地域文化を保存伝承し、活用していくことが求められ

ます。 

 

（その対策）  

奈良井宿、木曾平沢の町並み保存を引き続き推進するとともに、守り育て

られてきた有形・無形の伝統的な地域文化を保存伝承し、歴史と伝統の中に

新しい価値を見いだし、地域文化の振興を図るとともに、観光や地場産業な

ど地区の活性化にも活用するなど、全市一体的な発展を目指します。  

 

２ 計 画 

 

自立促進 
施策区分 

事  業  名 
(施 設 名) 

事 業 内 容 事業主体 備考 

 
地域文化の振興等 

 

 
(1) 地域文化振興施設等 

その他 

 
 

重要伝統的建造物群保存地区保存事業 
奈良井宿修理修景事業 

重要伝統的建造物群保存地区保存事業 
木曾平沢修理修景事業 

中山道施設整備 
 

 
 

塩尻市 
 
塩尻市 
 
塩尻市 
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３ 公共施設等総合管理計画との整合 

 

(施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 )  

  

(1) 文化施設 

 ホール機能等を備えた文化施設は、維持管理に多額の経費を要するため、

収入の確保とともに、民間活力の活用、予防保全によるライフサイクルコ

ストの削減を図ります。  

 

 (2) 博物館等 

  地域特性と施設機能の連携・融合、施設間の役割分担等の見直しにより、

歴史文化の保存と活用による効果的な施設運営を行います。  

 

 (公共施設等総合管理計画との整合 )  

本計画における文化施設、博物館等の公共施設等のあり方や今後の方向性等

については、公共施設等総合管理計画と整合をとりながら、総合的な利活用を

推進します。 

 

 過疎地域自立促進特別事業分 

 

自立促進 
施策区分 

事  業  名 
(施 設 名) 

事 業 内 容 事業主体 備考 

 
2 交通通信体系

の整備、情報
化及び地域間
交流の促進 

 
5 医療の確保 
 

 
地域振興バス等運行事業 

 
 
 
 

医療機器整備事業 
 

 
地域振興バス及びスクールバスの

運営支援 
 
 
 
 

診療所の運営支援 
 

 
塩尻市 

 
 
 
 
塩尻市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月  

塩尻市企画政策部企画課  

〒 399-0786 塩尻市大門七番町３番３号  

TEL 0263(52)0280 

FAX 0263(52)1158 

E-mail kikaku@ city.shiojiri.lg.jp 

塩尻市過疎地域自立促進計画  

（平成 28 年度～平成 32 年度）  


